
【公募の内容】 

 

◇ 募集人員　　　　１名 

◇ 応募資格 

Ø 伊那市高遠町地域内に住民登録され実際に居住している方で、令和８年４月１日

現在で１８歳以上の方 

Ø 伊那市の他の審議会等の委員でない方 

Ø 伊那市の職員及び議員でない方 

Ø 地域づくりに意欲のある方 

◇ 報酬等　　　費用弁償のみとし、無報酬。 

◇ 任期等 

Ø 委員の任期は２年です。（令和８年４月１日から令和１０年３月３１日） 

Ø 委員は高遠町地域内に住所を有しなくなったときは、その職を失います。 

　◇会議の開催等 

Ø 会議は必要に応じて開催します。(おおよそ２カ月に１回程度行います。) 

Ø 会議の場所は原則として高遠町総合支所会議室で開催します。 

Ø 会議は原則として公開します。 

◇ 地域協議会の役割 

Ø 地域協議会は地域住民及び諸団体の多様な意見の集約と調整を行い、住民と行政

の協働によるまちづくりを推進します。 

Ø 市長その他の機関から諮問されたり意見を求められたりする事項に対して、審議

し答申などを行います。 

Ø 地域協議会は地域自治区に係る重要事項について、市長に対し意見を述べること

ができます。 

Ø 市長その他の機関は、上記の意見を尊重し適切な措置を講じていきます。 

◇ 応募の方法 

Ø 「高遠町地域協議会公募委員申込書」に記入して、伊那市高遠町総合支所総務課

総務係までご提出ください（メール可）。申込書は伊那市公式ホームページに様

式をアップしますのでご利用ください。（様式は、伊那市公式ＨＰトップ→市政

情報→協働のまちづくり→地域協議会→高遠町地域協議会にあります） 

Ø 「行政運営に関する意見や地域協議会委員に選考された場合の抱負」をテーマと

したレポートを一緒に提出してください。（800 字以内。原稿用紙２枚程度でお

願いします。様式は自由です。） 

◇ 選　考 

Ø 申込書並びにレポートの内容による書類選考を行います。 

◇ 締め切り　　令和８年２月２７日（金）午後５時まで 

（郵送の場合は締め切り当日の消印有効） 

 

◇ 問い合わせ・提出先　伊那市役所 高遠町総合支所　総務課　総務係 

〒396-0292　伊那市高遠町西高遠８１０番地１　電話９４-２５５１ 

　　　　　　Ｅメール　t-sou@inacity.jp　



 

地 域 住 民 

 

高遠町地域協議会 

地域の住民及び諸団体の多様な意見の集約と調整を行う 
住民と行政の協働によるまちづくりを推進する 
 
住民 20 名以内で組織し市長が委嘱する 
委員の任期は 2 年 
正副会長は委員の互選による 

 
 

高遠町地域自治区（地方自治法による） 
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